熊本市民病院で使用する電気

入札説明書

熊本市民病院総務課

入　札　説　明　書

　熊本市民病院で使用する電気の一般競争入札（以下「競争入札」という。）については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定める事項のほか、この入札説明書に基づき実施するものとする。

　競争入札に参加する者は、この入札説明書その他関係規定を周知のうえ入札するものとする。

　この場合において当該仕様書等について疑義がある場合は、質疑書を提出し説明を求めることができる。ただし、入札後仕様等についての不知不明を理由としての異議を申し立てることはできない。

記

１　競争入札に付する事項

（1） 調達物品　　熊本市民病院で使用する電気

（2） 調達物品の仕様書　　別添「熊本市民病院で使用する電気の仕様書」のとおり

（3） 使用期間　　平成21年10月1日から平成22年9月30日まで

（4） 需要場所　　熊本市湖東1丁目1番60号
　　　　　　　　　　熊本市民病院
２　入札参加に必要な資格

（１）地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しない者

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条の6に規定する暴力団員でない者及び熊本市病院局が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱第３条第１号に該当する者でないこと

（３）市町村税並びに消費税及び地方消費税の滞納がない者

（４）申請書提出期限日までに熊本市病院局指名競争入札（見積）参加資格者名簿に登録されていること。（入札時に登録業者でない者は、当初から参加資格のない者として申請を無効とするので、入札参加資格のある者として通知を受けていても入札に参加できない。）
（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされた場合は、更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
（６）熊本市から熊本市病院局工事請負及び委託契約に係る指名停止等の措置要綱又は熊本市病院局物品購入契約等に係る指名停止等の措置要綱（以下「指名停止要綱」という。）に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
（７）電気事業法（昭和39年法律第170号）第3条第1項の規定に基づき一般電気事業者としての許可を得ている者、又は同法第16条の2第1項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行っている者
（８）供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

３　仕様書及び入札説明書の配布等

配布場所、入札に関する問い合わせ先
熊本市民病院総務課
郵便番号８６２－０９０９　熊本市湖東1丁目1番60号
電話番号０９６－３６５－１７１１
ＦＡＸ番号０９６－３６５－１７１２
４　入札参加申請審査の申請方法、時期等

（1） 申請の方法
所定の競争入札参加資格申請書に、次に掲げる書類を添付して、直接提出するものとする。

　　ア　競争入札参加資格審査調書（様式第１～３号）

イ　電気事業法（昭和39年法律第170号）第3条第1項に規定する一般電気事業者であることが判る書類、又は同法第16条の2第1項の規定による特定規模電気事業者の届出を行った者であることを証する書類の写し

ウ　２（１）の誓約書

（2） 申請書の入手・提出場所及び申請に関する問い合わせ先
上記３に同じ

（3） 申請書類の受付期間
平成21年7月28日から同年8月10日まで（土曜日、日曜日及び祝日は除く。）とし、時間は午前9時から午後5時まで（正午から午後1時までの時間を除く。）とする。

５　入札保証金

　　入札に参加しようとする者は、見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を７（２）記載の入札の日時までに納付しなければならない。ただし、次のア又はイのいずれかに該当するときは、入札保証金の納付を免除する。

　ア　入札に参加しようとする者が、入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。

　イ　入札に参加しようとする者が、入札日を基準日とする過去2年間の間に国または地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証する書類を提出したとき（その者が落札した場合において、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。）。

６　契約保証金

（1） 落札者は、契約書の提出と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提出しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。

（2） ５のアの規定は、（１）のただし書の場合に準用する。

（3） 落札者は、（１）の本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を契約担当者が指定する金融機関に払い込み、納入通知書兼領収書の交付を受け、納入通知書兼領収書の写しに契約保証金納付書を添えて契約担当者に提出しなければならない。

（4） 落札者は、（１）の本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、当該有価証券に保管有価証券納付書を添えて契約担当者に提出しなければならない。

（5） （１）の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第181号）第2条第1項に規定する会社の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。

７　入札及び開札に関する事項

（1） 入札及び開札の場所
熊本市民病院4階会議室
熊本市湖東1丁目1番60号

（2） 入札及び開札の日時
平成21年9月15日（火）午前10時

（3） その他

競争入札の執行にあたっては、熊本市病院事業管理者より競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。

８　入札及び開札の方法

（1） 入札に参加する者は、代理人をして入札させるときは、別記第２号様式の委任状を提出しなければならない。

（2） 入札に参加する者又はその代理人（以下「入札者」という。）は、別記第1号様式の入札書に必要な事項を記載し、記名押印のうえ、氏名（法人の場合はその名称または商号）及び入札件名（熊本市民病院で使用する電気）を記載した封筒に入れ、入札執行者に提出しなければならない。

（3） 入札書には、月別の基本料金、従量料金、その他の割引料金等の単価が明らかな「電気料金総額内訳書」（様式任意）を添付すること。

（4） 開札は、入札参加者又は入札参加者の代理人が立ち会い行うものとし、入札後即時開札とする。

（5） 入札回数は２回を限度とし、再入札の場合は「入札書」の文字の前に「再」を付記すること。

９　電気料金総額の積算基準等

（1） 基本料金単価は、1月につき契約電力1キロワットに対する「力率割引及び割増」適用前のものとする。

（2） 従量料金は、燃料費の変動に伴う発電費用の変動（燃料費調整単価）を含まない使用電力量に対する単価とする。

（3） 電気料金総額は、契約電力で月別予定使用電力量（仕様書別紙1）を力率100％のもとで使用した対価を入札金額に従って計算した契約期間中の電気料金の総額である。

（4） （仕様書別紙１）中の契約電力及び月別予定使用電力量は、低圧（415Ｖ）側で測定しているため、契約電力は3.0％、予定使用電力量は3.0％の損失率を含んだ修正値である。

（5） 入札書に記載する電気料金総額は、見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を記載すること。

10　落札者の決定方法

　　有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の「電気料金総額」をもって入札をした者を落札者とする。

　　なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。

11　無効の入札

　　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（1） 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札

（2） 委任状を提出しない代理人のした入札

（3） 記名押印を欠く入札

（4） 金額を訂正した入札

（5） 誤字、脱字等で意思表示が不明瞭である入札

（6） 明らかに連合によると認められる入札

（7） 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者のした入札

（8） ２以上の意思表示をした入札

（９）　その他入札の条件に違反した入札

12　支払条件

（1） 落札者は、毎月末日の24時に計量器に記録された値を読み取り、計量した使用電力量（前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。）を病院局に通知するものとする。

（2） 病院局の検収後、落札者の定める任意の様式による請求書により、電気料金の支払いを病院局に請求するものとする。なお、電気料金の算定に用いる受電取引用計量器の使用電力量は、計量値の1.035倍、最大電力は1.011倍で算定するものとする。

（3） 病院局は、（２）の請求があったときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に支払わなければならないものとする。

13　契約締結

（1） 契約単価は、落札者が入札書に添付した電気料金総額内訳書の単価とする。

（2） 落札者は、落札決定の日から7日以内に、契約を締結しなければならない。

14　最低制限価格
　　設定しない。

15　契約書作成の要否
　　要

16　異議の申し立て

　　入札した者は、入札後、入札説明書、仕様書、契約書式等についての不明を理由として意義を申し立てることはできない。

17　入札に参加する者が１者又は参加者がいない場合の措置

　　入札に参加する者が１者であっても、入札を執行するものとする。ただし、参加者がいない場合は再度公告して、申請書等の提出期限を延長するものとする。
18　その他

（1） 入札参加者は、仕様書を熟読のうえ、入札しなければならない。

